
1 

公益社団法人 日本コンクリート工学会 

学 会 規 則 

平成 22年２月 24日 制定 

平成 23年４月 １日 改正 

平成 27年５月 22日 改正 

平成 27年６月 10日 改正 

平成 28年５月 25日 改正 

平成 29年７月 10日 改正 

平成 30年６月 22日 改正 

令和元年 10月 30日 改正 

令和３年 ２月 24日 改正 

 

第１章 総  則 

 

第１条 本学会の機構、業務の運営、会務の分掌、職制などの定款施行に必要な事項は、

他の規則、規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

第２条 この規則の制定及び変更は、理事会の決議による。 

 

第２章 事  業 

（事業） 

第３条 定款第４条に規定する事業のうち、公益目的事業、収益事業等に相当する事業は、

それぞれ以下のとおりとする。 

(1) 公益目的事業 

1)  調査研究事業 

① コンクリートに関する調査研究 

② 国際コンクリート組織への参加及びその活動に対する協力 

③ コンクリート技術の標準化 

④ コンクリートに関する研究成果の普及 

⑤ 情報の収集、提供及び交換 

⑥ 会誌、研究報告及び資料の刊行 

⑦ コンクリートに関する啓発及び広報活動 

⑧ コンクリートに関する研究等の助成 

2) 講演会等事業 

① 講演会、講習会及び研究会の開催 

3) 表彰事業 

① コンクリートに関する表彰、奨励 
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(2) 収益事業等 

1) 資格付与事業 

①コンクリートに関する資格試験等の実施 

2) その他 

① テクノプラザ事業 

② その他 

 

第３章 会  員 

（入会手続） 

第４条 本学会への入会は、所定の入会申込書並びに入会金及び会費を添えて申請する。 

（団体会員） 

第５条 定款第５条第１項第２号に定める団体会員は、次の２種とする。 

(1) 第１種団体会員 公共機関又は学協会 

(2) 第２種団体会員 企業等の団体 

２．団体会員は、代表者１名を定め、本学会に届出なければならない。 

代表者を変更したときも同様とする。 

３．団体会員が、分離し又は他の団体と合併したときは、新資格について届出をしなけれ

ばならない。 

（会員資格の取得） 

第６条 会員は、その資格を入会手続きを完了した翌月 1日から取得する。 

（学生会員の正会員への移行） 

第７条 学生会員は、卒業又は修了と同時に正会員に移行するものとする。 

（任意退会） 

第８条 退会するときは、会費を完納したうえ、退会届を提出する。 

 

第４章 会  費 

（会費及び入会金） 

第９条 会費は、会員の種別に応じて、次のとおりとする。ただし、正会員及び学生会員

は入会金 1,000円を必要とする。 

(1) 正 会 員 年 額 12,000円 

(2) 第１種団体会員 〃 50,000円以上 

(3) 第２種団体会員１級 〃 200,000円以上 

２級 〃 150,000円 

３級 〃 100,000円 

４級 〃 50,000円 

(4) 学生会員（社会人学生を含む） 6,000円 
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（会費の納入） 

第 10条 会員は、毎年度の会費を前納しなければならない。ただし、団体会員にあっては、

都合によりこれを２回又は４回に分納することができる。 

２．既納の会費は返還しない。 

３．名誉会員及び終身会員は、会費の納入を必要としない。 

（海外在住会員からの会費外徴収） 

第 11条 海外に在住する会員からは、配布する刊行物の送料として、理事会で適当と認め

た金額を徴収することができる。 

 

第５章 役員並びに会務 

（会長、副会長及び理事の管掌） 

第 12条 会務を執行するため、理事会のもとに企画調整会議並びに、総務・財務部門、学

術・研究部門、技術・普及部門及び資格付与部門を設ける。 

２．会長は会務全般を総理するとともに、企画調整会議を管掌する。副会長４名は総務・

財務部門、学術・研究部門、技術・普及部門及び資格付与部門をそれぞれ管掌する。 

３．企画調整会議及び各部門に、理事会の決議を経て担当理事若干名を置く。 

４．第１項に定める各部門には、当該部門の運営に必要な事項を審議及び決定するため、

部門会議を設置する。 

（企画調整会議） 

第 13条 企画調整会議は、次の会務を所管する。 

(1) 本学会の事業経営に関すること。 

(2) 総会及び理事会の運営に関すること。 

(3) 中長期計画に関すること。 

(4) 部門間の調整に関すること。 

(5) 支部に関すること。 

(6) 所管委員会に関すること。 

(7) 内部監査に関すること。 

(8) 事務局に関すること。 

(9) その他の重要事項に関すること。 

（総務・財務部門） 

第 14条 総務・財務部門は、次の会務を所管する。 

(1) 定款、規則及び諸規程に関すること。ただし、他部門所管のものを除く。 

(2) 事業計画及び報告並びに予算及び決算に関すること。 

(3) 会計、財務及び財産に関すること。 

(4) 助成金に関すること。 

(5) 会員に関すること。 
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(6) 所管委員会に関すること。 

（学術・研究部門） 

第 15条 学術・研究部門は、次の会務を所管する。 

(1) 学術的調査・研究に関すること。 

(2) 委託及び受託研究に関すること。 

(3) 調査・研究に関わる国際会議及び海外諸団体との連絡に関すること。 

(4) 会誌及び論文集などの刊行物に関すること。 

(5) 年次大会に関すること。 

(6) 表彰に関すること。 

(7) 所管委員会に関すること。 

（技術・普及部門） 

第 16条 技術・普及部門は、次の会務を所管する。 

(1) 技術の発展・普及に関わる調査・研究に関すること。 

(2) ISO/TC71に係る委託及び受託研究に関すること。 

(3) ISO/TC71に係る調査・研究に関わる国際会議及び海外諸団体との連絡に関すること。 

(4) 国内規格に関すること。 

(5) 国際規格に関すること。 

(6) 広報に関すること。 

(7) 技術の普及、講演会及び講習会に関すること。 

(8) 所管委員会に関すること。 

（資格付与部門） 

第 17条 資格付与部門は、次の会務を所管する。 

(1) コンクリート技士及びコンクリート主任技士に関すること。 

(2) コンクリート診断士に関すること。 

(3) 所管委員会に関すること。 

 

第６章 役員の選任 

（会長、副会長、理事及び監事の選任方法） 

第 18条 定款第 22条に定める副会長、理事及び監事の選任の定数は、理事会で定める。 

２．前項定数の被選任者として、役員候補推薦・調整委員会は、役員推薦母体並びに同委

員会から推薦された者を調整したうえ理事会に諮り、理事会は次期役員候補者を選定す

る。 

３．役員は原則として、毎年約半数を改選する。 

（副会長代行） 

第 19条 副会長に欠員が生じた場合、理事会の決議を経て、会長は理事の中から副会長代

行を委嘱することができる。 

（会長、副会長及び専務理事の任期） 
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第 20条 会長、副会長及び専務理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、

最終のものに関する定時社員総会終結のときまでとする。 

２．補欠として選任されたものの任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。 

 

第 7章 会誌及び刊行物 

（定期刊行物） 

第 21条 本学会は、毎月１回会誌（コンクリート工学）を刊行し、会員に配布する。 

２．団体会員に対する会誌の配布数は次のとおりとする。 

(1) 第 1種団体会員 ２冊 

(2) 第 2種団体会員 １級８冊（会費 20万円超は、５万円ごとに１冊を加算する） 

 ２級６冊 

 ３級４冊 

 ４級２冊 

３．会誌には、会員の研究成果、工事報告、外国文献などのほか、本学会の事業並びに会

務に関する諸報告、その他適当と認める記事を掲載する。 

（権利の停止） 

第 22条 前条第１項の規定にかかわらず、会費の滞納が３か月におよんだときは、会員の

権利を停止することがある。 

（その他の刊行物） 

第 23条 本学会は、研究成果その他有益と認める図書及び会員名簿を刊行することがある。 

 

第８章 委員会及び委員 

（委員会） 

第 24条 第 13条から第 17条までの会務を執行するため、次の委員会を置き、組織は別紙

のとおりとする。 

（企画調整会議） 

支部長会議 

企画・評価委員会 

（総務・財務部門） 

定款・規則改定委員会 

総務財務委員会 

称号授与審査委員会 

（学術・研究部門） 

研究委員会 

国際委員会 

図書編集委員会 

コンクリート工学年次大会委員会 
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学会賞選考委員会 

（技術・普及部門） 

技術委員会 

標準化委員会 

広報委員会 

普及委員会 

（資格付与部門） 

資格・講習委員会 

（下部組織） 

第 25条 前条に定める委員会は、必要に応じてその下部組織として、理事会の承認を経て、

委員会、小委員会あるいは専門委員会を置くことができる。 

（委員会の構成） 

第 26 条 第 24 条に定める委員会及び前条に定める下部組織としての委員会、小委員会あ

るいは専門委員会（以下、総称して「委員会」という。）は、会員をもって組織する。た

だし、特に必要がある場合は、会員以外の専門家を委員に加えることができる。 

２．委員会の委員は、原則として 20名以内とし、理事会の承認を経て会長が委嘱する。 

３．委員の交代・追加が緊急を要する場合は、必要に応じて、会長の判断により、委嘱を

行うことができる。ただし、直近の理事会にて承認を得ることを条件とする。 

４．委員会は、特段の定めがある場合を除き、互選により委員長 1 名を選び、委員長は必

要に応じ副委員長及び幹事を指名し、会長がこれを委嘱する。 

５．委員長は委員会を統括し、副委員長及び幹事は委員長を補佐し、委員長に事故あると

きは、その職務を代行する。 

（委員の任期） 

第 27条 委員長及び委員等の任期は２年以内とし、再任を妨げない。 

２．臨時の目的のために設置する委員会の委員の任期は、原則としてその委員会の存続期

間とする。 

（委員会の運営規定） 

第 28条 委員会を設けたときは、次の事項を規定し、理事会の承認を経るものとする。 

(1) 目的、職務 

(2) 組織構成 

(3) 委員の任期、交代の時期・方法 

(4) 運営方法 

（委員会の報告事項） 

第 29条 委員会は、毎年３月末の事業概要報告を、また委嘱事項終了のときは、その経過

並びに成果について理事会に報告するものとする。 

（成果物の公表） 

第 30条 委員会の成果物を外部に公表するときには、事前に理事会に報告するものとする。 
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（委員会の改廃） 

第 31条 委員会の改廃は、理事会の決議により行う。 

 

第９章 特定資産及び会計 

（特定資産） 

第 32条 本学会は、理事会の決議により、特定の目的に使用するための財産（特定資産と

いう。）を保有することができる。 

２．前項の特定資産を保有する場合には、理事会で①名称、②目的、③積立の方法、④運

用方法、⑤公益目的保有資産とするか否か、を決議しなければならない。 

３．特定資産の取崩しは、理事会の決議によって実施する。 

（経理規程） 

第 33条 本学会の経理は、公益社団法人日本コンクリート工学会経理規程による。 

 

第 10章 支  部 

（目的） 

第 34条 支部は、所在する地域において、コンクリートに関する技術の向上及び普及並び

に研究の進展に寄与することを目的とする。 

（支部執行部） 

第 35条 支部に支部執行部として、支部長、副支部長、支部幹事、支部執行委員を置く。 

２．支部執行部の選任方法は、支部規程に定める。 

３．支部執行部の職務は、支部規程に定める。 

４．支部長は、理事会が必要と認めるときは、理事会に出席して意見を述べることができ

る。 

（支部規程） 

第 36条 会長は、支部の組織、運営等に関する事項について支部規程を作成し、理事会の

承認を経て制定する。また、これを改定するときも同様とする。 

（支部の経理） 

第 37条 支部の経理は、公益社団法人日本コンクリート工学会経理規程による。 

（支部の経費） 

第 38条 支部の経費は、支部交付金、支部が行う事業から生ずる収入、その他をもって支

弁する。 

（支部への交付金） 

第 39条 支部には、一定の基本額、毎年３月末現在における当該地域会員数に応じた金額

及び活動実績に基づき算定した金額を交付する。 

（理事会の承認及び報告） 

第 40条 理事会で決議又は報告すべき法令若しくは定款等に定める事項、支部の事業活動
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及び運営上の重要な事項等は、理事会運営規程に定めるとおりとする。 

２．支部担当理事は、各種規程に定めるところにより、適宜、上申、報告をしなければな

らない。 

（支部の内部監査） 

第 41条 支部の内部監査に関する事項は、支部に係わる内部監査規程による。 

２．支部の内部監査は、理事会で選任する検査役が実施する。 

 

第 11章 雑  則 

（重要な職員人事） 

第 42 条 定款第 52 条３項に定める理事会の承認を要する重要な職員は、次のとおりとす

る。 

(1) 事務局長 

(2) 支部出納管理者 

２．職員以外のものを支部出納管理者とする場合においても、理事会の承認を経るものと

する。 

（規則の制定改廃） 

第 43条 この規則で別に定めるもののほか、規則の施行に必要な規定の制定改廃は、理事

会の議決を経て定める。 

 

附 則 

１．この規則の改正は、令和３年２月 24日から施行する。 


